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茨城県波崎町における漁港漁業の発達

篠原　秀一

I　はしがき

　茨城県鹿島郡波崎町は，関東平野の東端に位置

し，利根川最下流部を挾んで千葉県銚子市と接す

る。波崎町は，西部の若松・矢田部地区で農業と

工業，東部の波1崎地区で漁業と水産加工業と農業

が主に営まれ，特産品で言えば，ピーマン・セン

リョウとイワシ・サバの町である。波崎町におけ

るユ985年の産業別生産額を見ると，農業粗生産額

80．2億円に対し，工業製品出荷額は1013．1億円，

漁業生産額は120．7億円，水産加工業生産額が225．5

億円であった1）。地場産業として漁業と水産加工

業が，波崎町の地域経済に大きな比重を占めてい

るこ’とは明らかである。特に，波崎町波1崎（波崎

地区の東南端）は，漁業と水産加工業のまちにな

っている。

　1985年の茨城県における海面漁業属人漁獲数量

92．3万トンは，北海道の216．8万トンに次いで都道

府県別では全国第2位であったが，その45％を占

めていたのが波崎町の属人漁獲数量4ユ．5万トンで

あった2）。全国の漁港別属人漁獲数量を克ると，波

崎漁港を本拠地とする地元漁業者の漁獲数量は，

1984年には全国第1位の52．ユ万トン（第2位は八

戸の45．8万トン），ユ985年には八戸の47．6万トンに

次ぐ39．4万トン（全国第2位）を記録した3）。た

だし，主要漁獲漁種が多獲性大衆魚のマイワシ・

サバであるため，波崎の属人漁獲金額は全国の有

力漁業本拠地の中で高い方ではない。波崎は，多

獲性大衆魚を主要漁獲対象とする漁業の一大本拠

地である。

　漁船による水産物の漁獲が大量化，高度技術化

するにつれて，漁船は根拠地（または本拠地）4）

　水揚地としての漁港を必要とする。漁船および

漁業者が漁港を漁業根拠地または漁獲物水揚地と

する漁業である「漁港漁業」は，大規模かつ効卒

的な漁業の実現と同時に，漁獲水産物の流通拠点

である「産地漁港5〕」を申心とする顕著な水産物

流通・加工地域を日本各地に現出させている。臼

本漁業の近代的発展は，このような漁港漁業の発

達の中に読み取ることができる。

　本稿は，日本における漁港漁業の発達を明らか

にする一助として，波崎における漁港漁業の発達

の解明を目的とする。これまで，波崎は漁業本拠

地として主に発展してきたが，最近進展している

産地漁港形成も無視できない。本稿作成にあたっ

ては，聞き取り・土地利用調査資料，文献資料

をもととし，漁獲技術の革新とそれに伴う漁労活

動。労働条件の変化，漁港漁業の陸上における地

域的展開である漁業関連基本施設の整備・集積に

留意した。

H　波崎における主要漁業と主要漁獲魚種

　波崎には，波崎漁業協同組合と波崎共栄漁業協

同組合の2漁業協同組合が存在する。1986年3月

現在，前者に総トン数5トン以上の漁船を主に使

用する漁業経営者39名，後者に5トン未満の漁船

を主に使用する漁業経営者1ユ3名が組合員として所

属している。両組含員が所有する漁船の1986年に

おける総トン数階層別隻数は，5トン未満が174隻

（うち無動力木造船が3隻），5トン以上50トン未
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波崎における主要漁業種類別

属人漁獲金額の年次推移（1970～王985年）

瞭蝋燃鰯集瓢鳩1狐同）

満が34隻，50トン以上ユOOトン未満が2雀隻，ユOOトン

以上が31隻であった6）。

　波崎の漁業経営者による漁業種類別漁獲金額の

年次推移（第1図）を見ると，1970年以降の波崎に

おける最も代表的な漁業は旋網漁業であることが

分かる。次いで，機船底曳網漁業・船曳網漁業，

｛ガトン）

獲3。
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第2図　波崎における主要魚種別属人漁獲数量の
　　　年次推移（196遂～ユ985年）

　　　　　（ギ茨城農林水産統計年報」から作成）

マグロ延縄漁業・カツオー本釣漁業，サンマ棒受

網漁業，シラスウナギ特採漁業が，波崎の主要漁

業にあげられる7）。波崎の属人漁獲金額全体は1970

年代半ば以降に急増したが，この最も大きな要因

は，マイワシ・サバを主要漁獲対象とする旋網漁

業の発展であった。波崎の旋網漁業の中心である

大中型旋網漁業8）の経営者が所有する漁船は，1986

年3月現在，総トン数5トン未満がユ5隻，5トン

以上50トン未満が8隻，50トン以上ユOOトン未満が

23隻，ユOOトン以上が28隻で，その漁船勢力は波崎

の大型漁船の大部分を占める。機船底曳網漁業に

用いられる漁船は，沖合底曳網漁船1隻が47トン

型，小型機船底曳網漁船9隻がユ4トン型で，船曳

網漁業に使用される漁船はすべて5トン未満の雑

漁船である9）。旋網漁船以外の総トン数ユOOトン以

上の大型漁船3隻は，遠洋でマグロ延縄漁業やカ

ツオー本釣漁業，サンマ棒受網漁業に用いられる王O）。

　波崎の漁業者による主要魚種別漁獲数量の年次

推移（第2図）を見ると，全漁獲数量は全漁獲金

額の推移（第！図）と類似してユ970年代半ば以降
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に急増している。この最大の要因は，1973年以後

のマイワシ漁獲の急増である。ユ972年以前の波崎

の属人主要漁獲魚種は，ユ960年代半ば以前が力タ

クチイワシとサンマ，1960年代半ば以後がサバと

力タクチイワシであったが，1973年以後，マイワ

シとサバが波崎の属人主要漁獲魚種となった。こ

のマイワシとサバを専門的に漁獲する旋網漁業の

発展が，近年の波崎の大規模な属人漁獲数量を生

み出した。

　1984年以後に波崎の属人漁獲金額が減少したの

は，主要漁獲魚種であるマイワシとサバの漁獲過

剰による魚価の低落が大きく影響している。特に，

工985年秋以降，国際金融為替市場での急激な円高

・ドル安の進行によって，海外からの安価な飼肥

料の輸入が増大し，飼肥料用フィッシュミールの

原料としての相場で底値が形成されるマイワシの

産地市場価格が，全国的に下落した。波崎でも旋

網漁業は大きな痛手を受け，ユ986年における波崎

の旋網漁業属人漁獲数量は過去最高の54．3万トン

を記録したが，その漁獲金額は1983年・1984年に

木ぐユ01億円であった。

I1I波崎における旋網漁業の発展

　I1ト1　2そうまき漁船団の旋網漁業

　（1）2そうま春旋網漁業の発展

　漁網積載船（綱船）2隻を本船とする2そうま

き旋網漁業は，1そうまき旋網漁業の普及以前，
　あ　く’I〕

「揚繰網漁業」または「巾着網漁業」あるいは

「双手廻し」と呼称されていた川。揚繰網漁業が波

崎でいつから始められたかは明確ではない12）が，

不漁期の1915年頃には動カ漁船が登場し，これが

綱船2隻を漁場まで曳航，魚群発見後、曳航船を

離れた網船が手こぎで魚群を旋き取ったというユ3）。

当時の揚繰網漁業の主要漁獲魚種は，鹿島半島・

九十九里浜沿岸に近い沖合のイワシ，特にマイワ

シで，ユ920年頃には波崎の旋網漁船団は23か統（23

船団）を数えた。波崎におけるイワシ揚繰網漁業

の普及は，それ以前の沿岸での八手網や地曳網に

よるイワシ漁業の衰退を伴っていた。ユ920年代後

半の経済不況・イワシ不漁期には，1927年の14か

統を最低とする旋網漁船団数の減少があり，焼玉

エンジンとワイヤーウィンチ（海中の旋網裾を締

める機械）が網船に導入され，漁獲拡大が図られ

た。

　1930年代半ばは過去最高のマイワシ豊漁期とな

｝），波崎の旋網漁船団は40か統以上を数え14），年

間2万トン以上のマイワシを漁獲した王5）。このイ

ワシ揚繰網漁業の最盛期には，波崎。銚子の浜に

シメカス製造の煮釜の煙突が林立し，特に冬季，

黒煙とシメカスの臭いが立ちこめたという。1930年

代後半から1940年代初めにかけての数年問，波崎

の旋網漁船団は，北上するマイワシ主要魚群の回

遊に合わせて初秋に宮城県沖へ出漁し，塩釜漁港

を基地に操業を行なったI6）。当時，波崎のシメカ

ス製造業者は，旋網漁船団の動きに合わせて塩釜

に臨時加工場を設けることもあった。

　ヱ943年，戦争による漁船と漁船員の徴用を受け，

波崎の旋網漁船団の操業は形骸化した。ユ945年以

後，波崎の旋網船主は，老廃漁船を補修改造して

35か統を形式的に維持したが，このために巨額の

債務を負った。その負債総額は1950年にユ億5000

万円に達し、波崎の旋網船主達の漁業経営を圧迫

した。

　1940年代半ばから1970年代初めにかけて，波崎

はマイワシ不漁期に入った。ユ945年から1946年の

波崎における「漁村景気」は，食糧供給地として

の一時的な好景気でしかなかった。波崎のイワシ

揚繰網漁業の総漁獲数量は，1949年が1838トン，

1952年が5485トン（茨城県全体で8960トン）で17），

1930年代の最盛期よりはるかに少ない。1950年6

月下旬から7月下旬にかけて，波崎の旋網漁船団

33か統のうちのユ5か統が，塩釜漁港を基地に宮城

県沖のサバ・カツオ・マグロを漁獲するハモノ旋

網を試みたが，沿岸に近い沖合漁場のイワシ漁獲

に適合した漁船・漁具がハモノ旋網では十分な漁

獲効果をあげることができなかった。ハモノ旋網

の失敗後，波崎の旋網漁船団は，サンマ棒受網漁

業を兼業することも多かったが，マイワシの代わ

十）に力タクチイワシを主要漁獲魚種とし，波崎漁

港を根拠地とするイワシ揚繰網漁業を操業し統け
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た。

　波崎の旋網漁船団は，不漁対策として，漁獲努

カに加えて技術革新も行なった。網船には1948年

頃ディーゼル動力機関と漁業無線が，1950年頃に

魚群探知機が導入され始めた。1949年頃から登場

し始めていたナイロン糸製の化繊漁網は，1955年

頃に従来の木綿漁網に代わって普及した。化繊漁

網の普及は，従来の網干しにさかれていた労働力

と時問を大幅に節約した18）。また，甲板での作業

効率と航行安定性上，和船型（箱船型）が適切と

されていた網船の船型が，1950年代半ばには機動

力を重視した西洋船型（猪牙船型）を基本とする

ようになった。このほか，1950年代に方向探知機

（他船の方向位置を確認する）が，1960年代にレ

ーダー（他船や目標・障害物を電波探知する）お

よび各種の漁労作業省力化機器が波崎の旋網漁船

団に導入された。化繊漁網には改良が加えられ，

ユ965年頃には沈下速度が早く，体積が小さくて軽

重量の無結節漁網が普及し，波崎の旋網漁船団は

移動速度の遅いイワシ以外の魚種も主要漁獲対象

にできるようになった。

　（2）2そうま拳旋網漁業の生産様式

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1醐年頃）

　波崎における2そうまき旋網漁業の基本的な生

産様式を，1950年頃の主カ漁船団の事例で記述す

る王9）。以下の2そうまき旋網漁業の生産様式は，後

述する1そうまき旋網漁業の生産様式に連続する

ものである。

　a、漁船団の構成

　王950年頃の波崎の2そうまき旋網漁業は，網船

2隻を本船とし，魚運搬船1，2隻と本船に積載

する作業用小船（「通船」）1，2隻を附属船に有

する漁船団を1か統とした20）。本船2隻のうち，

漁労活動中に進行方向有側で操業する網船が「ま

あみ」，左側で操業する網船が「さかあみ」と呼ば

れた21〕。「まあみ」も「さかあみ」も　総トン数20

～55トン（多くは35トン）の同型の和船型木造漁

船である。魚運搬船は，総トン数30トン程度の和

船型木造漁船であった。使用される標準的な漁網

は綿糸製で，長さ720メートル，深さ90メートルで

あった。

　1か統には，60～70名の漁船員が乗り組んだ。

「まあみ」には漁労長（沖合）1名のほか，魚見

役（さおはり）・操舵手（とも押し）・船長・通信士

・機関長が1名ずつと1名以上の機関助手（油さ

し），20名程度の甲板員（平漁夫）が乗り組む。「さ

かあみ」には，副漁労長（相伴）1名のほか，魚

見役以下「まあみ」と同様な構成員が乗船する。

運搬船には，船頭（おやじ）・機関士1名ずつのほ

か，数名の甲板員が乗り組む。

　漁労長は，漁船団の漁労活動の最高責任者で，

投網・揚網命令など漁労指揮の全権を有する。漁

労長は，船主近親の揚繰網漁業経験の深い年輩者

がほとんどで，船主自らが漁労長を兼ねることもあ

った。魚見役は，副漁労長に次ぐ漁労長相談役で

あり，航海の難所での漁船操舵と舳先での魚群

発見に努める。船長ぽ法律上必要とされる乗組員

で，漁労上は特別な役目を持っていなかった。通

信士は漁業無線電信を担当し，甲板員の子第で無

線技術を身につけた者が多かった。機関士（機関

長・機関助手）は，漁船の動力機関の管理を担当

し，多くが銚子の機関士講習所出身者であった。

甲板員は，甲板員上の漁労作業すべてを担当する。

甲板員の中で腕力・技術ともに優れ，投網・揚網

　魚揚げ等の集団作業で中心となる者は，　「洞の

問頭」（あるいは「若衆頭」）と呼ばれ，1か統に2，

3名または数名乗船していた。魚見役と操舵手は，

この洞の間頭の中から船主によって選ばれた。運

搬船では，船頭が漁船操舵を主とし，甲板員は投

網・揚網に従事せずに主に漁網から運搬船への魚

揚げ作業に携わった。

　b、操業行程
　出漁日と出漁海域は，ラジオの気象情報や既に

操業申の他の漁船団の漁況を参考に，船主が漁労

長と相談して決定した。出漁の日と時刻が決めら

れると，それが乗組員に人づてで伝えられる。漁

船団は，漁網（「まあみ」と「さかあみゴに半分ず

つ）。食糧（米・味階・醤油。野菜）・水・薪・氷

　油を積み込み，動力機関を整備し，上記の準備
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作業を終えた漁船員が食器である飯合を持って乗

船して出航した。

　航海中の漁船団では，漁労長咽」漁労長・魚見

役が，海水の色・気泡や海鳥の動きを頼｝）に魚群

探索に従事した。魚群が発見されると，漁労長の

指示で網船2隻が金具を使って接舷し，2つに分

かれていた漁網が端で繋ぎ合わされた。この時，
　　　　お　も1〕
漁網は，沈子の付いた側（おうて）が舳で，浮子

の付いた側（あばて）が櫨で縫い合わされる。網

端の縫い合わせ後，紡いを解かれた網船が再び魚

群を遺う。

　投網は，漁網が魚群の進行を妨げ，魚群を取り

巻くように行なわれる。投網の時機にはシオ（海

水の流れ）の速さと方向が考慮され，すべてが漁

労長の判断と指揮にかかっている。漁網が魚群を

旋き終わると，ウィンチドラムを用いてすぐに「お

うて」がその環に通してあるウイヤーで巾着型に

舳で締め揚げ巻き揚げられ。同時に「あばて」も

適度に締められながら櫨で巻き揚げられる。この

間，網船から降ろされた通船は，漁網が沈み込ん

で魚が逃げないように作業・監視する。適切かつ

敏速に漁網が締め揚げ巻き揚げられないと，魚群

が漁網を破ったり，漁網が死んで重くなった魚群

と共に沈降して巻き揚げ不能になる。ウィンチド

ラムによるワイヤー締めが終わると，網船2隻の

甲板員によって漁網が手繰り揚げられる。漁網の

申でまとめられた魚群は，網船に備えたたも網で

魚運搬船の申へ掬い取られる。

　一航海の日数は，漁船団に積み込んだ飲料水，

氷，油の量と水揚漁港の位置に制限され，数日問

が限度である。漁獲のある時は魚に混ぜる氷の畢

が，漁獲のない時は飲料水の量が航海日数を決め

る。帰港して，漁獲物を鮮魚として漁港に水揚げ

した後，漁船員はすぐに漁網を干場へ持って行き，

網干しと共に漁網の修善が行なわれた。

　不漁の年であった工949年における波崎旋網漁船

団の操業日数は，1・2月が各15日間，3～5月と

ユ2月が各10日間，6月がユ2日間，8月が1！日間で

年合計93日間であった。当時，重い漁網を積んだ

本船は波の荒い海に弱く，悪天候時には全く出漁

できなかった。7月と9～1五月には，波崎の旋網

漁船団が、東北日本太平洋沿岸を北上するイワシ

の主要魚群を追捕できず，休漁となった。

　C、給与体系

　1946年5月1「漁村景気」中の波崎で，以前から

労働運動を推進して未た人達が中心になって，漁

船員の労働条件改善を求める波崎漁民組合が結成

された。当時の波崎における旋網漁船員の給与は

歩合制によるもので，漁民組合成立以前の漁船員

配分は，総水揚金額の9割から市場手数料・航海

諸経費を差し引いた分の35％が平均的であった。

　波崎漁民組合成立後，漁船員の代表である波崎

漁民組合と旋網船主達との団体交渉の結果，総水

揚金額から市場手数料・航海諸経費を差し引いた

残りの40％が漁船員の配分となった。1949年9月

には，漁船主組合である現在の波崎漁業協同組合

が，旋網船主を中心に結成され，その後，不漁で

経営不振の旋網船主と漁民組合との間で，長期間

の断続的な団体交渉が行なわれた。1950年代半ば

には，総水揚金額から諾経費を差し引いた残りの

37％が漁船員の配分となり，さらに月3000円の最

低保証給が設定された。この月最低保証給付きの

歩合給制度22）が，後の漁船員所得の上昇の基礎とな

った。

　歩含は，全漁船員配分をさらに漁船員個々人に

分配する割合を示し，漁労活動での役職に応じて

異なる。波崎の標準的な旋網漁船団では，甲板員
　　　　　　Lろ
を一人前の1代とし，漁労長が3～4代，副漁労

長が2～3代，魚見役・操舵手がユ．5～2．5代，機

関長が2．0代，通信士・機関助手が1．25～1，5代，

洞の問頭が1．O～1．25代とされた。過去に魚見役・操

舵手であった甲板員は「増代取｝）」と称され，その歩

含は1．25代であった。各漁船団ごとに，全漁船員

配分を全漁船員の総代数で除して1代の賃金が決

定され，各代に応じて漁船員は歩合給を受領した。

このほか，月最低保障給確立以前のユ950年頃には，

故意に市場水揚げから除外した漁獲物をもとに，

歩含給以外の「同心棒」と称するヤミ手当が，洞

の間頭の指揮で漁労長を含む全漁船員に大規模に

分配されていた。同心棒は，特別な副業のない波
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第3図 波崎の旋網漁船団の水揚漁港別年間漁獲金額（波崎漁業協同組含資料から作成）

＊年問総漁獲金額のO．1％に満たない水揚金額の漁港は除外した。

崎の旋網漁船員家族にとって貴重な収入源で，時

には歩合給を越えることもあった。旋網船主は，

同心棒を黙認していたが，多くの縁故者を漁船員

として乗船させて同心棒による収入減を少なくし

ようとした。

　II－2　1ゼうまき漁船団の旋網漁業

　（1）主力漁船団の1そうまき転換

　a，1そうま奏転換の過程

　マイワシ不漁にも関わらず，力タクチイワシを

主要漁獲魚種として漁獲努力を続け，技術革新を
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進めた波崎の旋網漁船団は，ユ965年には総漁獲数

量5．8万トン，総漁獲金額13．1億円の成績をあげた。

しかし。波崎の旋網漁船団の活動範囲は銚子沖・

常磐沖に限られ（第3図a），黒潮が優勢になって

銚子沖・常磐沖のイワシが減少する夏季から秋季

にかけての漁獲は少なかった（第4図a）。

　青森県以南千葉県以北沖合海域の北部太平洋海

区では，大中型旋網漁船団（本船総トン数が15ト

ン以上）が、1964年工1月から銚子沖で，ユ965年ユO

月には八戸沖でサバを漁獲し始めた23）。無結節漁網

の普及によ｝），大中型旋網漁船団が水綱OOメート

ル前後のサバ漁場海域でも魚群探知機を用いた夜

間操業を行なえるようになったからである。大部

，分が大中型旋網漁船団である波崎の旋網漁船団も，

ユ960年代半ばからサバをカタクチイワシと共に主

要漁獲対象とした。波崎の大中型旋網漁船団は，

1966年から八戸沖・三陸沖でもサバ漁獲を始め，

後の廻船出漁の定着化の契機を作った。

　1960年代後半に始まる，鹿島半島中央部の工業

地域開発である鹿島開発は，鹿島港掘剃などの関

連基盤工事に多大な人員を必要とした。鹿島開発

関連の工事の賃金は，日給にして波1崎の旋網漁業

における歩含給1代の2倍以上であったので，波

崎の旋網漁船員の中には，下船して鹿島の工事現

場で働く者が多かった。！950年代半ば以降の工業

開発を中心とする日本の高度経済成長期において，

労働者がよ｝）賃金の高い，安定性のある職種を指

向したため，漁船員確保が困難であった波崎の旋

網漁船団にとって，鹿島開発は旋綱漁業存続をさ

らに危うくした。漁船貝不足の中で，船主の親族

が多く漁船員として乗船していた同族的旋網漁船

団は操業を続けることができたが，波崎・銚子以

外の他地方からの漁業出稼者を多く雇用していた

企業的旋網船主は，漁船員を確保できずに多くが

廃業した。この結果，ユ950年代半ばから1970年代

初めにかけての日本経済の高度成長期に，省力化

機器を導入しつつも，波崎の旋網漁船団数は減少

していった（第1表）。

　漁船員不足を解消する省力化と，主要漁獲魚種

の回遊に含わせた廻船出漁を容易にする漁船の大

（億円）

漁劣

獲
金

額0

冊　他漁港水揚げ
　波崎漁港水揚げ

（億円）

漁4
獲
金

額O
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第4図
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　　　　d）1986年

波崎の旋網漁船団の水揚漁港別

　　　　　　漁獲金額月次推移
（波崎漁業協同組合資料から作成）
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第1表　波崎における大中型旋網漁船団数の推移

許可年月日
　大　　　型1そうまき2そうまき 　　申　　　型1そうまき2そうまき

1954．ユO．ユ O O O 34

王957．ユ2．31 O 1 O 27．5

王962．6．30 O O O 2唾

1967，11．1 0 ユ O 20．5

1972．1．ユ 5 ユ O 16

1977．8．1 3 O 10 7
ユ982．8．ユ 1 O 14 ユ

1987．8．ユ 1 O 1遁 O
（0．5は片船のみを示す。水産庁「特殊まき網漁業許可船

名簿」　「大中型まき網漁業許可船名薄」から作成）

型化（航行安定性と船内居住性の向上に結びつく）

を目指したのが，2そうまき大申型旋網漁船団の

1そうまき転換である。ユ960年代の北部太平洋海

区において，旋網漁業の主力は，本船が100トン

未満の2そうまき大中型旋網漁船団であった。こ

の2そうまき大申型旋網漁船団の中で，最初に1

そうまきに転換したのは1968年に操業を始めた日

立市久慈町の第27家満丸（111トン型）で，波崎で

は，ユ970年に操業し始めた第78稲荷丸（1ユ1トン型）

が最初である24）。北部大平洋海区における旋網漁

船団の1そうまき操業は，ユ940年代にすでに見ら

れたが，北部太平洋海区沿岸所属の大多数の大中

型旋網漁船団が操業方法を2そうまきから1そう

まきへと転換したのは，これを契機とする。

　波崎の主力旋網漁船団である大中型旋網漁船団

の1そうまき転換が終了したのは，1978年である。

当時の波崎における1そうまき大中型旋網漁船団

の大部分は，69トン型漁船を本船としていた。1

そうまき転換の進行にあたっては，ユ970年代に急

増した西日本の1そうまき旋網漁船団による銚子

沖でのサバ旋網漁業が，波崎の大中型旋網漁船団

に大きな刺激を与えた。1そうまき転換によって，

他漁業の兼業を全く廃して旋網漁業専業となった

波崎の大中型旋網漁船団は，漁船を大型化し，省

力化機器のほかに最新鋭の航海・通信機器と漁獲

情報機器を備え，省力化と航行安定性・船内居住

性の向上，大量漁獲を実現させた。漁船装備の中

で，1980年代に普及したカラースキャニングソナ

一（水平方向立体魚群超音波探知機）と気象衛星

NOAA情報受信装置（海表面水温と潮目が分かる）

は，波崎の大申型旋網漁船団にとって特に不可欠

の装備となっている。1986年現在，本船80トン型

で最新鋭機器を装備した1そうまき大中型旋網漁

船団1か統全体の建造費は，13億5000万円にも上

る。

　b，1そうま参転換後の漁獲推移

　1そうまき転換と同時期の1973年から，銚子沖

でマイワシが本格的に大量に獲れはじめ，波崎の

大中型旋網漁船団の操業日数は増加し，漁獲高も

増大した。ユ949年に年間93日しか操業できなかっ

た漁船団が，各船団による相違はあるが，ユ978年

には年間の出漁日数をユ95～214日，操業日数をユ38

～ユ8ユ日とするようになった。漁船装備がさらに充

実した1986年現在，波崎の大中型旋網漁船団の年

問出漁日数はユ85～216日，年間操業日数はユ70～

210日とな十），出漁しても漁獲のなかった日数（探

索日数）が1そうまき転換当時よ‘）減少した。波

崎旋網漁船団全体の漁獲高は，ユ965年の5．8万トン

ユ3．1億円から，ユ969年のユO．O万トン。26．7億円，

ユ975年の10．8万トン・26．4億円，1978年の24．1万

トン・45．O億円，ユ983年の41．9万トン・120．3億円

まで増大し，その後は魚価低迷の中で，1984年の

44．4万トン・11ユ．4億円，ユ986年の5413万トン・

101．2億円のように漁獲金額の減少を漁獲数量の増

加で補う努力が続けられている25）。

　波崎の大中型旋網漁船団の1そうまき転換は，

操業日数と漁獲の増加をもたらしたが，これは，

廻船出漁の本格化を伴うものであった。1965年に

おける波崎の旋網漁船団の水揚漁港は，波崎・銚

子を中心にごく限られていた（第3図a）が，1

そうまき転換進行中の1975年における波崎の旋網

漁船団の水揚漁港は，範囲が広がって八戸・小名

浜・波崎・銚子が主要漁港となった（第3図b）。

全国最高の漁獲数量を上げた1984年には，八戸・

久慈・女川・波崎・銚子が波崎の旋網漁船団の主

要水揚漁港となった（第3図c）。廻船出漁の本格

化によって，波崎の旋網漁船団は波崎以外の他漁

港水揚げを増大させ，夏から秋にかけての漁獲減
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少を解消して、季節格差が少なく経済効率のよい

周年操業を実施している（第4図a）b）c））。また，

漁船の大型化に伴い，波崎の旋網漁船団の水揚げ

は，水深の浅い波崎漁港で減少し，隣接の銚子漁

港で増加していった（第3図a）b）c））。1985年12月，

十分な水深水域を持つ波崎漁港新外港が開港する

と，波崎の旋網漁船団は，銚子漁港水揚げを減ら

してその分の漁獲物を波崎漁港外港に水揚げする

ようにな｝），地元波崎漁港への水揚げ依存を高め

た（第3図c）d），第4図c）d））。

　（2）1そうまき旋網漁業の生産様式

　　　　　　　　　　　　　　　（1舳年現在）

　波崎の1そうまき旋網漁業の基本的な生産様式

を，主力漁船団である大中型旋網漁船団の1986年

現在の事例で以下に記述する。ユ986年現在，波崎

の旋網漁船団ユ7か統のうち，大申型旋網漁船団は

ユ5か統（うち休業1か統）を数え，すべてが1そ

うまき操業を行なう。

　a、漁船団の構成

　波崎の1そうまき大中型旋網漁業は，多くが69

トン型または80トン型本船（漁網積載船）1隻，

40～90トン型魚群探索船1隻，150～240トン型魚

運搬船2隻，5トン未満の作業船（「レッコボート」

と称する。本船または魚運搬船の後部に繋がれて

いる。）1隻で1か統を成す。1986年現在，波崎の

大中型旋網漁船団は，休業の1か統（本船69トン

型）を除くと，69トン型本船2か統，80トン型本

船ユ1か統，ユ16トン型本船1か統，合言十14か統が操

業を行なった26）。

　69トン型または80トン型漁船を本船とする波崎

の大中型旋網漁船団には，1か統あたり45～60人

の漁船員が乗リ組む。大多数は船主縁故者あるい

は船主白身である漁労長が，漁船団の漁労活動の

最高責任者・指揮者である点は，2そうまき漁船

団の場合と変わりない。本船には漁労長1名と通

信士1名以上が，作業船を除く各漁船には船長1

名と1名以上の機関士が必ず乗船し，最近では，

魚群探索船に「ソナー士」と呼ばれるソナー操作

の専門担当者が設けられるようになった。旋網漁

船団に不可欠な以上の乗組員の中で，船長。機関

士・通信士は法的資格が必要だが，漁労長とソナ

ー士は法的資格に全く拘束されない。しかし，旋

網漁船団の漁獲能カの優秀さは，漁業経験が深く

的確な漁労判断の下せる漁労長と，ソナー27）を始

めとする漁獲情報機器を操作する漁船員の技量に

負う所が大きい。このほか，副漁労長，操舵手，

甲板員等を含め，乗組員50人の漁船団であれば，

通常，本船に25人，魚群探索船に5人，魚運搬船

2隻にユO入ずつの漁船員が乗船する。現在も，漁

船員は旋網船主縁故者であるか，船主の知人を通

じて雇用された者が多く，地元波崎町や銚子市の

出身者が9割以上を占め，その採用は船主と漁労

長によって決定される。

　b、操業行程

　波崎の大中型旋網船団は，重さ40～60トンの漁

網を積載するほか，燃料（重油）・砕氷・食糧を

仕込んで出漁する。漁網の大きさ・目合（網目の

大きさ）28）は，漁獲対象魚種と季節によっセ異なる。

標準的なイワシ旋網の大きさは，長さユ500メート

ル前後，深さ300メートル程度で，サバ旋網はイワ

シ旋網のほぽ2割増しの大きさになる。目合はイ

ワシ旋網が2～3センチメートル，サバ旋網が4

～5センチメートルである。目合の季節差は，イ

ワシ旋網で言えば，冬季に細かい網目の漁網が用

いられ，黒潮が銚子沖で次第に優勢となって魚体

の大きくなる春季から夏季に粗い網目の漁網が使

われる，という変化がある。出漁時にどの漁網を

本船に積むかは，漁労長がそれまでの漁況と魚価

などから判断する。

　他業種の漁船に比べると，重い漁網を積んだ旋

網漁船は強い風と荒い波に弱い。波崎の大中型旋

網漁船団は，風速が毎秒15メートル程度なら出漁

可能で，毎秒20メートルを超えると出漁不可能と

なる。出漁時刻は，海況。漁況・魚価によって変

化するが，密集した魚群が一時的に海水上層に浮

かぶ，「朝まづみ」（夜明け直前）や月が南中してシ

オが止まる時間帯に，漁場で投網できるように決

められることが多い。出漁時刻変更などの漁船員

への通知は，電話連絡によっている。魚群が全く

一67一



数
サ

獲

て

漁区別

マイワシ

　　　　M
I榊一1000M

“39

納
主

3
蝸

“37

ぺ
○
〇
一“35

1OO榊

142~: 

14住

b）3月a）1986年総計

~~;5~~] ~~~lll~(7)~~~fj!!tJ'*~~~=+=~l~,~,fi'"+En(7)?,fEl<,,j#*~lj~l~f<~~ij7JCj-,"."-',~*~~~~"~"'~~.__.*" (ZO h l~JJi) ~ ~,~.~:~lj~~1.f~*i~lj?,f~<,,~~t.=*~･-=･~~.~_* (1986~F 

- 68 -



　
　
⑳

．
．
．
乍

　
イ
　
之

　
　
名

　
　
ノ

e）12月月

　
　
　
　
　
9

9
　
　
　
　
　
　
　
　
6

）
　
　
　
　
　
　
一

。
Qc）6月

波崎漁業協同組合資料から作成



見つからない特別な場合を除き，波崎の大中型旋

網漁船団は，漁獲物の鮮度低下を防ぐため，原則

として日帰り操業を行なう。

　魚群発見は，前日までの漁況・海況記録に加え、

通信士からの他漁船団の漁獲報告，魚群探索船か

らの漁況・海況情報が参考にされ，漁労長の経験

が生かされる。冬季は夜間操業が多くなるが，北

部太平洋海区での旋網漁業では集魚灯使用が法的

に禁止されている29）ので，最新鋭の漁獲情報機器

が特に魚群探索の頼りとされる。魚群が発見され

ると，本船とレッコボートがその魚群を丸ごと漁

網で旋き囲み，迅速に網裾をワイヤーで締める。

漁網は機械力と人力で巻き揚げられ，漁網中にま

とめられた魚は三魚モッコという網で魚運搬船の

申へ掬い込まれる。運搬船中の魚には砕氷が上掛

けされ，漁獲物の鮮度保持が図られる。操業時間，

操業諸規制については，生産調整による魚価の安

定と現場での操業の円滑化のため，北部太平洋海

区旋網漁業生産調整組含を中継点として，同一海

域に操業する各大中型旋網漁船団の漁労長間で，

一応の串し合わせが臨機応変に行なわれる。波崎

の大中型旋網漁船団も，申し合わせに従い，決め

られた操業時間30〕の中で有効。可能な限｝）投網・

揚網を行なう。

　漁獲を終えた旋網漁船団は，その漁獲魚種・漁

獲数量・入航予定時刻を水揚漁港の魚市場か廻船

問屋（廻船出漁船の船主代行を務め，世話をする）

に漁業無線や船舶電話で連絡する。漁獲物はすべ

て鮮魚として漁港魚市場へ水揚げされ，水揚げ終

了後，乗組員は漁船の整備・掃除等，次の出漁の

準備をする。波崎漁港に帰航した場合，作業を終

えた漁船員は空の弁当箱を片手に帰宅し，廻船出

漁中は，漁港に停泊した旋網漁船の中で乗組員は

宿泊を重ねる。

　C、漁場と水揚漁港

　波崎の大中型旋網漁船団は，多獲性大衆魚であ

るマイワシ・サバを主要漁獲対象とし，カツオ・

マグロを漁獲するハモノ旋網をほとんど行なわな

い。マイワシとサバは，黒潮と親潮が衝突してで

きる潮目付近の大陸棚海域に密集魚群を成す。潮

目は季節的に移動するので，マイワシ・サバの主

要魚群もそれにつれて回遊する。波崎の大中型旋

網漁船団は，周年操業するためにマイワシ・サバ

の漁場移動に合わせ，波崎漁港を第1の根拠地と

しながらも，金華山沖・三陸沖・八戸沖に廻船出

漁し，他漁港に漁獲物を水揚げする。

　波崎を含め，北部太平洋海区沿岸に本拠地を持

つ大中型旋網漁船団の操業海域は，漁業権上，道

東沖合海域と青森県以南千葉県以北沖合海域から

成る北部太平洋海区に原則として制限されている。

波崎の大中型旋網漁船団の操業海域は，北部太平

洋海区の後者の海域に限られている。ユ986年にお

ける波崎の大中型旋網漁船団は，八戸沖・三陸沖

　鹿島半島沖・銚子沖・九十九里浜沖の水深1000

メートル以浅海域を主漁場とし；八戸・久慈・宮

古・女川・石巻・波崎・銚子を主要な大量水揚漁

港とした（第5図a）。サバに比べると，マイワシ

は漁場と水揚漁港が広範囲にわたっている。

　漁場と主要水揚漁港の季節推移（第5図b）c）d）

e））を見ると，波崎の大中型旋網漁船団の漁獲活動

の季節性がよく分かる。6月と12月に三陸沖での

漁獲が見られたのは，この時期に陸前高田市を根

拠地にした漁船団が1か統あったためである。3

月は，ユ2月から6月にかけて銚子沖に回遊するマ

イワシが漁獲対象とされ，漁場は最も南寄りになっ

てまとまる時期である。したがって，3月の水揚

漁港は波崎と銚子に限られた。6月になると，銚

子沖のマイワシと共に，伊豆諸島近海から遭東沖

合へと5月・6月に銚子沖を北上するサバが漁獲

対象となる。7月半ばから11月（または10月）ま

で，波崎の大申型旋網漁船団は三陸沖・八戸沖へ

廻船出漁する。9月はその廻船出漁の最中であ片），

ユ986年には主要漁場が三陸南沖マイワシ漁場であ

った。ユO月と1ユ月に八戸沖・三陸沖でマイワシと

サバを漁獲した波崎の大申型旋網漁船団は，南

下するサバ・マイワシの主要魚群と一緒に常磐沖

　銚子沖に戻6），操業を続ける。

　一般に，明確な潮目が固定的に形成される時期

は漁場がまとま｝）やすく，親潮か黒潮のいずれか

が優勢になって潮目が移動する時期は漁場が拡散
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的になりやすい。水揚漁港は，漁獲物の鮮度保持

上，漁場に最寄りの漁港であることが原則だが，

漁場からほぽ等距離に複数の漁港がある場合，漁

獲物の単価が高い魚市場のある漁港が選択される。

　d、給与体系

　波崎の大中型旋網漁船員の給与体系は，1950年

代半ばに確立した月最低保証給付き全歩含制度が

現在も基本になっている。1986年現在，総水揚金

額から市場手数料・生産調整組合費・氷代・宿口

銭（廻船時のみ，廻船問屋に払う）等の必要経費

（大仲経費）を差し引いた残金（A）の，波崎漁

港水揚げの場合は37％，他漁港水揚げの場合は31．5

％が漁船員に配分される。燃料代と食糧代は船主

の負担である。廻船時には，水揚金額の漁船員配

分率が低下するが，歩合給とは別に，（A）の5％

が航海手当として漁船員に均等配分，廻船手当・

廻船副食費を合わせて漁船員1日ユ人あたり1000

円が支給される。このほか，年間の諸手当として，

1日1人3000円の陸上作業手当や1日1人2500～

3000円の整備手当，2万円以上の期末手当（7月

末）が漁船員に支給されている。歩合給の代分け

は，甲板員をユ．Oとし，漁労長が2，5，機関長が1．ブ5，

船長が1．5，甲板長・操舵手がユ．3，通信士がユ．2，

機関士が1，2または1．Oと定められている。波崎の

大中型旋網漁船貝の月最低保障給は，ユ986年8月

1日現在，1．O代が12万5300円であった31）。

　波崎の大中型旋網漁船員の休日は，毎月第1・

3日曜日と1月1～3日の正月休み，旧暦2月1

・2日の鎮守祭休み，8月15・ユ6日の盆休み，旧

暦6月王5・16日の大潮祭休み，旧暦6月23日の大

山様詣で休みが設定されている。さらに，荒天候

時には休漁となるほか，冠婚葬祭・自然災害時に

は！～5日間の特別休暇，他に年2日の有給休暇

が認められている。漁船員の退職金は旋網船主の

負担である。旋網漁船員の労働条件・労働協約の

更新は，波崎漁民組合（漁船員代表）と波崎旋網

漁業経営者協議会（船主代表）との団体交渉によ

っている。

lV　波崎における産地漁港の形成

　1V－1　波崎漁港の整備

　波崎漁港は，全国有数の旋網漁業本拠地として

発展してきた。しかし，漁船の大型化に対応した

整備が十分ではなかったため，波崎漁港は水揚地

としての発展，すなわち産地漁港形成が遅れた。

　波1崎漁港の基本施設の本格的整備は，ユ933年か

らユ938年にかけて，利根川沿いの砂浜をユ023メー

トルの物揚岩壁に変え，泊地を凌漢したのが最初

である。ユ951年に漁港法によって重要漁港として

第3種漁港の指定を受けた波崎漁港は，利根川河

口北部を停泊・水揚水域として利用していたため，

流砂による泊地浅化と荒天候時の接岸・停泊の不

自由・危険が常に問題となった。波崎漁港の年間

属地水揚数量は，力タクチイワシとサバの極端な

不漁年であった197ユ年のO．2万トンを除くと，1960

年代からユ972年にかけて，1．2万トン（ユ970年）か

ら4．7万トン（ユ965年）の間を推移した。流砂・荒

天侯対策として，ユ972年までに泊地凌漢，防波堤

（河堤）・岩壁の建設・整備が進められ，波崎漁港河口

港はほぼ現在の姿となった。

　波崎漁港の年問属地水揚数量は，ユ973予にマイ

ワシ水揚げ増加により一時的に4．6万トンに増えた

が，泊地の水深不足のため，その後は地元波崎の

旋網漁船団が隣接の銚子漁港に漁獲物を水揚げす

るようになり，1982年にはO．3万トンにまで減少した。

大秤量50トン）1台，製氷・貯氷工場（製氷能

力日産80トン，貯氷能力570トン）が配置されて

海側に波崎漁港の外港が新設されることになった。

波崎漁港外港は，未完成ながらユ985年u月25日に

開港し，外港に新設された魚市場は同年12月3日

から卸売業務を開始した。波崎の旋網漁船団が可

能な限り地元に水揚げをした1986年の波崎漁港水

揚数量は，前年の8倍の27．2万トンに達し，波崎

漁港は水揚数量で一躍全国第7位の漁港となった。

ユ987年現在，波崎漁港は，外港が水揚地・停泊地，

河口港が停泊地・野積地に利用され，外港と河口

港を結ぶ運河が掘削中である（写真！・2・3・

4・5）。
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写真1　波崎漁港外港での魚運搬船から鮮魚運搬専

　　　　用トラーツクヘの漁獲物積載（1986年）

写真2 鮮魚運搬専用トラック丸ごとの魚を見る波

崎漁港外港魚市場入札場（1986年）

写真4 銚子大橋が遠くに見える波崎漁港河口港岸

壁（ユ986年）

写真3 入札後の魚の重量を計量する波崎漁港外港

の計量事務所とトラックスケール（！986年）

写真5 町営波崎渡船場付近の波崎漁港河口港岸壁
（ユ986年）

一72一



　波崎漁港魚市場は，1954年頃から実質的な卸売

業務を開始していた32）が，正式な地方卸売市場（波

崎町水産物地方卸売市場）となったのは1972年で

あった。1987年3月現在，波崎漁港魚市場では，

指定買受人33）の入札によって水揚物が売買され，

開設時間は朝7時半から夕方5時までで，日曜日

が休業となる34）。水揚漁船主には、水揚日を含め

て3日以内に波崎漁業協同組合が市場手数料（3

％）を除く水揚金額を支払い，買受人は買付日を

含むユO日以内に波崎漁業協同組合に水揚代金を払

うことになっている。波崎漁港魚市場は，水揚魚

種がマイワシ・サバにほとんど限られ35〕，指定買

受人に有力な鮮魚出荷業者がいないため，隣接の

銚子漁港魚市場に比べて，魚価が低くなる傾向が

ある。この波崎漁港魚市場の価格構成力の弱さの

ため，波崎の旋網漁船団が現在も銚子漁港魚市場

に漁獲物を水揚げすることがある。

　波崎漁港魚市場関連施設としては，外港に新漁

港魚市場兼事務室，計量事務所とトラックスケー

ル（計量設備）2台（最大秤量50トン1台，最大

秤量60トン1台），製氷・貯氷工場（製氷能力700

トン）が配置され，利根川沿いの河口港には荷揚

場上屋が3棟，計量事務所とトラックスケール（最

大秤量50トン）1台，製氷・貯氷工場（製氷能

力日産80トン，貯氷能力570トン）が配置されて

いる。これらの波1崎漁港魚市場関連施設の所有者

は，魚市場の開設者・卸売人である波崎漁業協同

組合である。河口港岸壁沿いめ漁港遭路剛則には，

波崎漁業協同組合本所事務所のほか，茨城県信用

漁業協同組合連合会波崎支所，波崎水産加工業組合

や旋網漁業の漁網倉庫など，波崎の漁業管理・作

業施設が立地している。

　波崎漁港外港魚市場の開設により，波崎の水産

物流通・加工業者は，波崎の指定買受人を制限し

ていた銚子漁港魚市場で直接得にくかった大量の

マイワシとサバを，比較的自由に得られるように

なった。地元波崎の旋網漁船団による大量の漁獲

物を利用して，波崎における産地漁港の形成は，

ユ985年ユ2月以後に本格化した。
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第6図　波崎における水産物冷凍冷蔵工場の

　　　　　冷蔵保管能力別分布（ユ987年11月現在）

　　　　（波崎水産加工業組合資料から作成）

　1V－2　水産物冷凍冷蔵工場の集積

　波崎の水産物流通。加工業者は，波崎漁港と銚

子漁港で仕入れるマイワシ・サバ・サンマを主な

取扱魚種とする。波崎漁港の近隣の地域には，波

崎の水産物流通・加工業者が，季節的に集中して

大量に鮮魚として水揚げされるマイワシ・サバ・

サンマを冷凍して保蔵する，水産物冷凍冷蔵工場

が数多く立地している（第6図）。スレート板の壁

が目立つ水産物冷凍冷蔵工場の立地は，波崎漁港

の近隣地域の景観と土地利用を大きく特徴づけて

いる。ユ987年ユ1月現在，波崎における全水産物冷

凍冷蔵工場の凍結能力（冷凍魚生産能力）は日産

2915トン，冷凍魚冷蔵保管能力はユ2万5065トンに

達する36）。波崎と銚子は，合わせて多獲性大衆魚の

日本一大規模な産地冷凍冷蔵地域を形成している。

　波1崎における水産物冷凍冷蔵工場の集積は，国

道124号線，県遭深芝浜・波崎線および海岸道路沿

いの浜新田地区に見られる。水産物冷凍冷蔵工場

が主要道路沿いに立地するのは，大型の鮮魚運搬

車・保冷車によって，鮮魚・冷凍魚が水産物冷凍

冷蔵工場を中継地として大量輸送されるからであ

る。大規模な水産物冷凍冷蔵工場は，鮮魚である
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マイワシ・サバ・サンマを冷凍し，養殖魚（主に

ハマチ）飼料または食料加工用原料魚としてほぽ

周年出荷する冷凍魚出荷業者の所有であることが

多い。1987年11月現在の波崎における冷凍魚出荷

業者の冷凍冷蔵工場は、その凍結能力総計が日産

2440トン，冷蔵保管能力総計が11万4500トンで，

波崎の水産物冷凍冷蔵能力の大部分を占めている。

V　む　す　び

　本稿では，日本における漁港漁業の発達を解明

する一事例研究として，多獲性大衆魚を主要漁獲

対象とする一大漁業本拠地波崎における漁港漁業

の発達過程を論述した。この結果，以下の点が明

らかとなった。

　（1）波崎の属人漁獲数量・金額は，ユ973年以

後に急増した。この最大の原因は，マイワシ・サ

バを漁獲する旋網漁業の発展である。

　（2）1960年代半ばまでの波崎の旋網漁業は，

2そうまき漁船団によって主にマイワシ。カタク

チイワシを漁獲していた。不漁期にはその対策と

して漁労機器が漁船装備に導入され，漁獲増加が

図られた。ユ960年代半ばには，漁船装備の発達と

漁網の改良普及を背景に，波崎の大申型旋網漁船

団が銚子沖・三陸沖・八戸沖でサバ旋網漁業を操

業し始めた。この三陸沖・八戸沖操業が、波崎の

大中型旋網漁船団における廻船出漁の定着化の契

機となった。

　（3）1950年代半ばから1972年までの日本経済

の高度成長期に，マイワシ不漁と漁船員不足が，

波崎の旋網漁業の存続を困難にした。これに対す

る根本的な解決策が，1970年代における2そうま

き大中型旋網漁船団の1そうまき操業への転換で

あった。

　（4）1そうまき転換により，波崎の大中型旋

網漁船団は，省力化37）・漁船大型化・漁船装備最

新鋭化を進め，漁獲を増加させた。1973年以降，

波崎の旋網漁業の漁獲対象はマイワシとサバにな

った。1986年現在における波崎の大中型旋網漁船

団の操業海域は，青森県東方沖以南の北部太平洋

海区大陸棚水域一帯で，銚子沖。鹿島半島沖・三

陸沖・八戸沖が主漁場となり，八戸・久慈。宮古

　女川・石巻。～皮1崎。銚子が主要水揚漁港となっ

た。波崎の大中型旋網漁船団は，漁獲情報機器を

駆使してマイワシ・サバの魚群を探知・漁獲し，

マイワシ・サバの主要魚群の回遊に合わせた廻船

出漁により，効卒的な周年操業を実施している。

波崎の大中型旋網漁船員の給与体系は，不漁期の

ユ950年代半ぱに確立した月最低保障給付き全歩含

制度が現在も基本である。

　（5）波崎における産地漁港の形成は，漁船の

大型化に対応した漁港整備の不十分さにより遅れ

た。地元の旋網漁船団による大量の漁獲物を利用

した波崎での産地漁港形成は，ユ985年12月の波崎

港魚市場開設以後に本格化した。波崎漁港の近隣

の地域には，冷凍魚出荷業者を中心とする水産物

流通・加工業者の冷凍冷蔵工場が数多く立地する。

この水産物冷凍冷蔵工場は，主として波崎漁港・

銚子漁港に季節的かつ大量に鮮魚として水揚げさ

れるマイワシ・サバ・サンマを，養殖魚の飼料や

食糧加工用の原料として周年出荷できるように冷

凍冷蔵保管している。

　他の有カな旋網漁業の本拠地，たとえば長崎県

奈良尾町・生月町と比較すれば，波崎の旋網漁業

の特徴は鮮明になる。この比較研究は，波崎の旋

網漁業および全漁業のより詳細な分析と共に，今

後の課題として残されている。

　本稿を作成するにあたリ，波崎漁薬協同組含，波崎共栄漁業脇同組合，波崎町役場，波1崎漁民組合，広屋

水産株式会社，波崎水産加工組含を始めとする波崎の多くの方々と，茨城県農林水産部漁政課，茨城県旋網

漁業協同組合，関東農政局茨城統計情報事務所，水産庁振興部沖合課まき網班一漁港部計画課の方々に御世

話になりました。また，筑波大学地球科学系の山本正三先生，高橋伸夫先生を始めとする多くの先生方から，

貴重な御助言をいただきました。以上記して，深く感謝いたします。
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　〔注および参考文猷〕

1）a．波崎町総務部企画財政課（1987）「波崎町の現勢　昭和62年6月」波崎町，ユ3およびユ8．

　　b．茨城県農林水産部（ユ987）「茨城県の水産（資料編）昭和62年3月」茨城県，91．

　　および，波崎漁業協同組合と波1崎共栄漁業協同組合の資料による．

2）前掲ユ）b，2および9．

3）水産庁漁港都（｝986・ユ987）「漁港の港勢集　昭和59年・昭和60年」水産庁．

4）本拠地は，根拠地の中でも漁港で言うなら，母港に相当する概念である。根拠地は，地元・外来の別な

　　く漁船・漁業者の出漁準備・停泊の基地となる場所を指す。

5）産地漁港とは，漁場から漁船・漁業者が直接に水揚げした漁獲物の流通を目的とする地方卸売市場を備

　　えた漁港である。

6）波崎漁業協同組合（1986）「第37事業年度業務報告書」，34．波崎共栄漁業脇同組合（！986）「第25事業年度

　　業務報告書」，30．および，波崎共栄漁業協同組合（！986）：船舶一覧表．による．

7）波崎の漁業は海面漁業と河川漁業の2種類に分かれるが，各年の全漁獲金額の9割以上を海面漁業が占

　　める。波崎の河川漁業では，シラスウナギ特採漁業のほか，シジミ掻き漁業が主要漁業であるにすぎない。

8）大申型旋網漁業は，総トン数40トン以上（青森県沖以南千葉県沖以北の北部太平洋海区では15トン以上）

　　の動力漁船により旋網を使用して行なう漁業で，漁業法第52条第！項に基づいて農林水産大臣の許可を

　　必要とする漁業（指定漁業）の1つである。

9）総トン数5トン未満の雑漁船は，船曳網漁業・シラスウナギ特採漁業・シジミ掻き漁業・固定式刺網

　　（建網）漁業・貝まき漁業等，数種類の漁業を組み合わせて周年操業をしている。これらの漁業は，漁

　　具・漁期・漁場に関する細かな操業制隈が，乱獲による資源枯渇を防ぎ，利益が一個人に片寄らないよ

　　うにしている資源管理型漁業である。船曳網漁業は鹿島半島沿岸海域を主漁場とし，2月から4月にサ

　　ヨリ，3月から6月にオキアミ，4月から8月およびlO月から1！月中旬にシラスを漁獲する。シラスウ

　　ナギ特採漁業は，ユ2月から4月の夜間満潮時に，利根川下流の下層に定置した多数の小漁網でウナギの

　　稚魚であるシラスウナギを採摘する。シラスウナギ漁業の漁網の定置場所とその移動は，漁期に入る前

　　にくじ引きで不公平のないように決められる。シジミ掻き漁業は，利根jl1下流部で周年操業され，宍遺

　　湖から運んで来た種シジミを梅雨入1）前に放流して資源保持に努めている。年間専業の機船底曳網漁業

　　は，小型，沖含のそれぞれが地先，沖合の資源回復力の遅い底層魚を漁獲対象とするため，7月と8月

　　が禁漁期である。

10）マグロ延縄漁業あるいはカツオー本釣漁業を営む波崎の漁船は，サンマ棒受網漁業（8月から王2月）や

　　カジキ類を主な漁獲対象とする大目流網漁業（1月から6月）を兼業することが多い。

11）現在の1そうまき旋網漁業で用いられる漁網と，揚繰網，巾着網とでは正確には構造がそれぞれ異なる

　　が，網で魚群を旋き取る，という漁法の本質部分は同じである。

12）加瀬旭（1941）：水産地理上から見た波崎の小研究，日本地誌学，338～348．によると，1910年頃には

　　波崎の揚繰網は27か統を数えるに至ったという。

13）a．中央労働学園大学（1951）「茨城県鹿島郡波崎町に於ける揚繰網漁業労働調査報告」，！70．なお，1950

　　年頃までの記述は，前掲12），13）a．およびb．茨城県師範学校・茨城県女子師範学校共編（1939，ユ973

　　復刻）「綜合郷土研究茨城県　中巻」嵩書房．を参考にした。

ユ4）ユ937年の波1崎旋網漁船団は，前掲13）a，！70．によると42か統，前掲ユ3）b．によると51か統（茨城県

　　全体で94か統）であった。前者の漁船団数には，小型揚繰網漁船団数が除かれているようである。

15）前掲13）b，118およびユ20．から推計した。

！6）宮城県史編纂委員会（ユ958）「宮城県史10（産業II）」財団法人宮城県史刊行会，ユOO．

17）1949年の数値は前掲ユ3）a，18．，！952年の数値は，高橋栄（！953）：水産業，茨城大学教育研究所編「茨

　　城県郷土研究」，238．による．

18）従来の木綿漁網は，化織漁網より腐食しやすく，網干しを十分にしなくては，その耐用日数（平均1年

　　半）が短かくなった。漁船団の海上での漁労活動が，陸上での網干しの場所（普通は太平洋側の砂浜海

　　岸）確保と時間に制約されることも多かった。

19）前掲ユ3）a．では，ユ950年頃の波崎の2そうまき旋網漁業（揚繰網漁業）のより詳細な労働科学的分析が
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　　なされている。

20）北部太平洋海区（千葉県野島埼以東線以北の太平洋海域）の旋網漁業においては，1930年代初めから集

　　魚灯あるいは灯船使用の禁止が伝統的に受け継がれている。この禁止規定は，「昭和27年3月13日農林省

　　令第8号まき網漁業取締規制」第15条・第ユ6条と「昭和38年2月1日農林省告示第96号大中型まき網漁

　　業に係る操業に関する制限又は禁止の措置を定める件」で正式に漁業制度化された。

　　金臼ヨ禎之（1979）ヂ漁業紛争の戦後史」成山堂書店，354．

2！）前掲ユ3）a，176－177．によると，1か統は1船主によって所有される「一條流し」が基本だが，「よi）

　　あひ」と称して2船主が網船1隻ずつを組み合わせて1か統を成すこともあった。

22）毎月精算される歩含給が，決して最低保証給以下にならぬように支給される。

23）前掲20），285およぴ358．

24）2そうまきからの転換ではない，11ユトン型本船の1そうまき旋網漁業は，北部太平洋海区沿岸所属の旋

　　網漁船団の申では，！967年の第1大三丸（日立市久慈町，1uトン型）の操業が最初で，波崎ではユ968年

　　の鹿島丸（ユ！1トン型）の操薬が最初となった。

25）漁獲高の数値は波崎漁業協同組合資料による。

26）1987年の波崎の大申型旋網漁船団は15か統存在し，47トン型本船1か統（新規），69トン型本船2か統（ユ

　　か統は休業中），80トン型本船11か統，王16トン型本船至か統（係留中）の構成であった。ユ986年に波崎の

　　旋網漁船団として操業していた69トン型本船の1か統は，1987年現在も波崎の漁船員が乗り組んでおり，

　　実質的に波崎の大中型旋網漁船団の一員だが，経営困難のために漁船主が波崎の経営者から東京都の経

　　営者へと移った。

27）ソナーは，周波数の異なる2，3種類以上が用いられる。複数の旋網漁船団が同一魚群を探知した場合，

　　圃周波数によると魚群が見えなくなるからである。

28）目合は，網目が斜めに引っ張られた時の長さで，網目の四角形の相隣り含う2辺の長さの含計に等しい。

　　漁網の設計は，各旋網漁船団が特に工夫を重ねる点で，漁網の構造は各漁船団により多少の差異がある。

29）実際には，各漁船の作業灯が集魚灯の役割を果たしているとも言う。作業灯が現在のように沢山付けら

　　れるようになったのは，ユ970年代後半からである。

30）漁獲数量と目含の規則に関する申し合わせはなされていない。漁場規制に関しては，銚子市一の島燈台

　　以東線以南の海域での大中型旋網漁船団によるサバ旋網漁業が、3月16日から6月30日および王2肋！日

　　から2月1日の特定海域での操業を除き，ユ987年王O月26日から法律上，禁止された。これ以前，銚子沖

　　以南でのサバ旋網漁業漁場規制は，旋網漁業老とサバー本釣業者との間の紳士協定によっていた。

3！）この月最低保障給は，公益代表2名，労働者代表2名，雇用者代表2名から成る関東船員地方労働委員

　　会漁業（大中型まき網）最低賃金専門部会で，1980年から協議されて1982年に初めて法的に設定され，王984

　　年以降，毎年決められている。ユ987年8月ユ日現在の月最低保障給は，1代ユ2万7700円である。

32）これ以前の水揚物売買は，旋網漁船主と水産物流通・加工業者の特定の結びつき（親戚関係・融資関係）

　　に基づく相対取引（「コガイ制度」）によっていた。

33）波崎町水産物地方卸売市場の指定買受人は，至987年3月現在，195名を数え，大多数が波崎と銚子の水産

　　物流通・加工業者である。

34）ユ972年以前は，開設時間・休日ともに特に定められておらず，波崎漁港魚市場は終員，連日，水揚げを

　　受けつけていた。

35）シラスウナギ，オキアミ，チョウセンハマグり，シジミなども波崎漁港河口港に水揚げされるが，その

　　魚市場の卸売人は波崎共栄漁業協同組含で，ここで書う波1崎漁港魚市場とは，波崎漁業協同組合が卸売

　　人の波崎町水産物地方卸売市場のみを指す。

36）波崎水産加工薬組合資料による。

37）北部太平洋海区の1そうまき大中型旋網漁船団においては，次々と導入される最新鋭漁労機器がその操

　　作を担当する漁船員を必要とするため，1そうまき転換以後の省力化は進展していない。省力化の進展

　　と多大な投資の節約によって漁業経営を改善するため，ユ987年現在，近海旋網漁業での280～300トン型

　　漁船による単独船操業が研究・検討されている。

　　農林経済研究所（1988）ギ月刊水産世界」37－1，60－64．
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